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令和５年度の組織改正について 

１ 基本方針 

  令和５年度の組織改正については、引き続き、簡素で効率的な組織体制を基本と

しつつ、令和４年６月に発生した個人情報を含む USB メモリー紛失事案（以下「USB

メモリー紛失事案」という。）の再発防止及び情報セキュリティ対策のほか、医療・

保健制度の一元的な実施体制の整備など、主要事業や時宜に応じた行政課題に対し

て迅速・柔軟に対応できる執行体制の構築を図ることとする。 

２ 組織改正の主な内容（組織順） 

 ⑴ マナー向上に係る推進体制の整備（危機管理安全局・保健担当局）

令和７年４月開催予定の大阪・関西万博を見据え、路上喫煙対策の強化を図る

ため、歩きたばこや吸い殻のポイ捨て防止等喫煙マナーの対策を保健担当局健康

支援推進担当（課）から、自転車マナー等に関するノウハウをもつ危機管理安全

局危機管理安全部へ移管するとともに、マナーの総括的役割を担うマナー向上推

進担当（課）を設置し、一体的に推進する。 

⑵ 内部統制等に係る取組の強化、デジタル化推進体制・情報セキュリティ体制の

強化（総務局） 

限られた人的・物的資源を効率的に運用し、リスク管理を行いながら、組織の

目標やミッションの達成を目指すため、目標達成までのプロセスを管理し推進す

る組織として、行政法務部を行政マネジメント部へ名称変更する。 

また、USB メモリー紛失事案などを踏まえ、今後の本市における内部統制の取

組や職員のさらなるコンプライアンス意識の醸成を推進するための体制強化とし

て、コンプライアンス推進課を設置する。 

加えて、デジタル化による市民サービスの向上に向けた取組をより一層加速さ

せ、総合的に推進していく体制として、情報政策課をデジタル推進課へ名称変更

する。 

情報セキュリティ対策の強化と各局に存在する各種情報システムを俯瞰すると

ともに、全市的な視点でのデジタル化を推進するため、庁内の中核となり部局間

の調整を実施する最高情報統括責任者（以下「CIO」という。：総務局所管副市長）

を設置するとともに、CIO のマネジメントを専門的知見から補佐する最高情報統

括責任者補佐官（以下「CIO 補佐官」という。）を外部人材から登用する。 

なお、CIO 補佐官は、すでに設置している最高情報セキュリティ責任者（CISO：

総務局所管副市長）のマネジメントを専門的知見から補佐する最高情報セキュリ

ティ責任者補佐官（CISO 補佐官）を兼務する。 
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⑶ 保健局の設置（健康福祉局・保健担当局） 

健康支援体制の強化を図るため、新型コロナウイルス感染症対応で培ったノウ

ハウ等を生かした医療・保健制度の一元的な実施体制の整備に向けて、健康福祉

局から独立のうえ、保健局を設置する。これに併せて、総務局から国保年金課、

国保年金管理担当（課）、後期高齢者医療制度担当（課）を、健康福祉局から福祉

医療課をそれぞれ保健局健康増進担当(部)へ移管する。 

また、保健局の事業の進行管理等を担う体制として企画管理課を設置するとと

もに、保健部の調整担当（課）を統合する。 

なお、当該改正に併せて、健康福祉局を福祉局へ名称変更する。 

⑷ 美方高原自然の家に係る事務執行体制の整備（こども青少年局・教育委員会事

務局） 

  令和４年度末の丹波少年自然の家事務組合脱退により、教育機関である美方高

原自然の家における自然学校利用が増加することに伴い、今後、当該施設が利用

者にとってより一層有益なものとなるよう、さらなる学校現場との連携を目的と

して、現在、市長（こども青少年局こども青少年課）において補助執行している

当該施設に関する事務を教育委員会（学事企画課）において執行する。 

⑸ 観光施策推進体制の整備・再開発施設等の維持管理等事務執行体制の整備（経

済環境局） 

本市の観光産業にとって好機となりうる大阪・関西万博、阪神タイガースファ

ーム施設の本市移転、また、阪神尼崎駅周辺のエリアマネジメント等を目前に控

え、新型コロナで打撃を受けた市内観光需要の回復・地域経済の活性化に向けて、

様々な業種が連携し「地域の稼ぐ力」を高める取組を一体的かつ効率的に実施す

るため、観光振興課を経済活性課へ統合し、事業者の対応窓口を一元化するとと

もに、経済観光振興課へ名称変更する。 

また、地域産業課から再開発施設等の維持管理等関係事務を経済特命担当（課）

へ移管し、経済環境局所管の外郭団体の経営改善等事務と一体的に推進する。 

⑹ 市場のあり方検討に係る体制の整備（経済環境局） 

長期的に安定した市場運営に向けて、現場の実態に即した運営手法を検討する

にあたり、より一層市場関係者との連携を密にする必要があり、市場関係者の意

見集約及び調整の窓口を一元化するため、市場特命担当（部）を廃止のうえ、市

場特命担当（課）を地方卸売市場へ統合する。 

 ⑺ 学校給食に係る体制の整備（教育委員会事務局） 

中学校給食センターの供用開始（令和４年１月）及び市内小中学校の給食事業

を一体的に推進する体制として、学校給食担当（部）を廃止するとともに、中学

校給食担当（課）を学校給食課へ統合する。           

以 上 
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新 旧 対 照 表
組 織 改 正

令和５年度



＜現　　　行＞ ＜改　 正　 後＞

市長 市長

副市長 副市長

新設

理事

※最高情報統括責任者補佐官（CIO補佐官）

※最高情報セキュリティ責任者補佐官（CISO補佐官）

公営企業管理者 公営企業管理者

行政委員会の長 行政委員会の長

各局室長 各局室長

デジタル化の方針又は計画の策定
及び評価、尼崎市情報セキュリ
ティ推進計画の策定・改訂　等

CIO補佐官　兼
CISO補佐官
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＜現　　　行＞ ＜改　 正　 後＞

危機管理安全局 危機管理安全局

危機管理安全部 危機管理安全部

企画管理課 企画管理課

災害対策課 災害対策課

生活安全課 生活安全課

新設

マナー向上の取組総括、喫煙マ
ナー等のたばこ対策　等

マナー向上推進担当
(課)

保健担当局から
たばこ対策業務
の一部を移管

３



＜現　　　行＞ ＜改　 正　 後＞

総務局 総務局

企画管理課 企画管理課

※公平委員会事務局併任

名称変更 名称変更

行政法務部 行政マネジメント部

行政管理課 行政管理課

新設

※公平委員会事務局併任

名称変更 名称変更

情報政策課 デジタル推進課

人事管理部 人事管理部

人事課 人事課

市民サービス部 市民サービス部

移管

移管

移管

後期高齢者医療制度担
当（課）

保健局へ移管

国保年金課

国保年金管理担当
（課）

保健局へ移管

保健局へ移管

組織管理及び定数管理並びに事
務改善の推進、事務引継ぎ　等

コンプライアンス推進
課

内部統制制度、包括外部監査、
行政不服に係る審査請求の審理
手続及び裁決、公平委員会との
連絡、コンプライアンスに係る
啓発　等

情報化に係る施策の企画・調
整、情報処理機器を活用した業
務の総合調整、統計情報の収
集・分析、統計調査　等

４



＜現　　　行＞ ＜改　 正　 後＞

名称変更 名称変更

健康福祉局 福祉局

企画管理課 企画管理課

福祉部 福祉部

福祉課 福祉課

高齢介護課 高齢介護課

包括支援担当(課) 包括支援担当(課)

介護保険事業担当(課) 介護保険事業担当(課)

移管

福祉医療課

法人指導・障害福祉担当
(部)

法人指導・障害福祉担当
(部)

保健局へ移管

５



＜現　　　行＞ ＜改　 正　 後＞

名称変更 名称変更

健康福祉局 福祉局

企画管理課 企画管理課

新設

保健担当局 保健局

新設

企画管理課

※ｺﾛﾅ対策室兼職

保健部 保健部

※ｺﾛﾅ対策室兼職 ※ｺﾛﾅ対策室兼職

保健企画課 保健企画課

※ｺﾛﾅ対策室兼職 ※ｺﾛﾅ対策室兼職

統合

調整担当(課)

※ｺﾛﾅ対策室兼職

健康増進担当(部) 健康増進担当(部)

健康増進課 健康増進課

健康支援推進担当(課) 健康支援推進担当(課)

移管

健康福祉局から 福祉医療課

移管

移管

国保年金課

移管

国保年金管理担当(課)

移管

後期高齢者医療制度

担当(課)

廃止

総務局から移管

総務局から移管

総務局から移管
後期高齢者医療制度、あんま、
マッサージ等の施術費の助成　等

福祉医療に係る企画調整、受給者
証の交付、回収及び管理、福祉医
療の給付　等

国民健康保険に係る調査、計画及
び統計、国民健康保険オンライン
システム等の維持管理　等

局の行政の企画及び立案並びに調
整、局の予算、決算及び会計　等

国民健康保険の給付、国民健康保
険の診療報酬請求の審査、国民健
康保険の被保険者の保健事業　等

６



＜現　　　行＞ ＜改　 正　 後＞

経済環境局 経済環境局

経済特命担当(課) 経済特命担当(課)

名称変更

経済活性課 経済観光振興課

統合

地域産業課 地域産業課

廃止

統合

地方卸売市場 地方卸売市場

統合

市場特命担当(部)

市場特命担当(課)

市場事務の改善、市場施設の
管理、卸売業者等の業務の承
認等及び業務の指導監督、公
設地方卸売市場に係る企画調
整　等

産業及び経済の成長戦略、産
業政策、経済政策の企画、立
案及び推進、観光、尼崎城址
公園の運営指導、一般社団法
人あまがさき観光局　等

経済部経済部

観光振興課

経済特命担当(部)

経済環境局所管の外郭団体の
経営改善、再開発施設等の維
持管理　等

経済特命担当(部)

名称変更

産業の振興、工業団体の育成
指導、中小企業の融資、商業
団体の育成指導、公益財団法
人尼崎地域産業活性化機構
等

７



＜現　　　行＞ ＜改　 正　 後＞

教育委員会事務局 教育委員会事務局

学校教育部 学校教育部

学校支援担当(部) 学校支援担当(部)

学事企画課 学事企画課

廃止

学校給食担当(部)

統合

学校給食課 学校給食課

統合

中学校給食担当(課)

学校給食に関する企画及び立
案、学校給食の指導及び助言、
学校給食の衛生管理、学校給食
に係る給食費等の徴収及び滞納
整理　等

こども青少年局から美方
高原自然の家に係る業務
を移管（補助執行の解
除）

８



局 部 課
4級
事業所 局 部 課

4級
事業所 局 部 課

4級
事業所

市長事務部局 9 38 133 22 9 37 133 21 △ 1 △ 1

議会事務局 1 3 1 3

教育委員会事務局 1 7 20 2 1 6 19 2 △ 1 △ 1

行政委員会(教育除く) 2 4 2 4

消防局 1 10 6 1 10 6

公営企業局 1 3 16 1 3 16

合　計 13 50 186 30 13 48 185 29 △ 2 △ 1 △ 1

組織数増減比較表（担当局・担当部・担当課を含む）

現行（Ｒ４.４.１） 改正（Ｒ５.４.１） 増　　減

９


